
４月の生活指導  きまりよい生活をしよう（臨時休業の生活） 

 

 

 

 

４つの「ない」を意識して生活します 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 一人一人の健康管理 

〇毎朝、健康観察表を使って検温及び風邪症状の確認をしましょう。 

〇発熱や風邪症状がある場合は外出を控えましょう。 

〇抵抗力を高めるために十分な睡眠を取り、適度な運動やバランスの取れた食事を心がけましょう。 

２ きまりよい生活 

○臨時休業中は、学校の課題や適度な運動、お手伝いなど、計画や約束に従ってきまりよい生活を心がけ

ましょう。体調が悪い時には無理をせず、十分に休養しましょう。 

３ 登校日  ４月７日(火) １４日(火) ２１日(火) ２８日(火)   実施を見送る 

〇臨時休業中、きまりよい生活を送ることができるよう、健康観察や学習状況の確認、課題の提示等のた

めに登校日を設定します。登校しなくても欠席扱いはしません。 

〇登校日には、健康観察表を担任に提出し、担任が健康の状態を確認します。 

○次の場合には登校できません。登校しない場合には欠席票又は電話で連絡してください。 

・児童、その家族に感染や感染の可能性がある場合 

・児童に感染が疑われる風邪症状がある場合 

 ・感染により重症化するリスクが高いなど、登校することに心配がある場合 

  ・海外から帰国など自宅待機となった場合 

○登校中の安全を考え、マスクを着用して集団登校を行います。 

下校時刻は１０時３０分を予定しています。１年生はコース別集団下校を行います。 

４ 正しい理解に基づく行動 

〇感染者や感染の可能性のある人の心を傷つける行為は決して行わないよう、正しい知識や情報を基に、

発達段階に応じた指導を行い、偏見や差別が生じないようにしましょう。 

５ 学校行事等 

〇５月以降に延期をして実施する行事（学校再開時の状況によって中止になることもあります） 

     保護者会  発育測定  諸健診  二松ウィーク・個人面談  地区班集会 

○実施方法を変えて延期するか、中止にするかを検討する行事 

        離任式   １年生を迎える会   はたらく消防写生会 

○中止となる行事     学校公開（４月）  音楽鑑賞教室 

子供たちが、今起きていることを正しく理解するとともに、自分の命、大切な人の命を守るために

すべきことを考え、行動して、安全で楽しい生活が送れるようにします。 

うつらない  〇３つの感染予防を行い、ウイルスに感染しない   

         「感染源を絶つ」 「感染経路を絶つ」 「抵抗力を高める」 

うつさない  〇感染が広がる３つの条件を避け、ウイルスを広げない  

       「換気の悪い密閉空間」「多くの人が密集」「近距離での会話や発声」 

きずつけない 〇ウイルスについて正しく理解し、人の心を傷つけない 

むりをしない 〇自分ができることをしっかりとし 体や心に負担をかけない 

 


